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原発事故を踏まえた稲わら・麦わらの取扱いについて
～稲作農家の皆様へ～

○稲作農家等の稲わらを収集・販売する者に対し、原子力発
電所事故後に、ラップ等で包装されることなくほ場等の屋外
に放置されていた稲わらを畜産農家に販売又は無償譲渡し
ないようにしてください。
また、原子力発電所事故後に収集された麦わらを畜産農家
に販売又は無償譲渡しないようにしてください。

本年7月14日までに、福島県内の複数の農家において、原子
力発電所事故（3月11日）以降にほ場から収集された高濃度の
放射性セシウムを含む稲わらが肉用牛に給与されていたことが
明らかとなりました。
安全な畜産物の生産・供給のために、原子力発電所事故後に

収集された稲わら・麦わらの取扱いに関し、以下の内容につい
てご理解いただき、徹底していただきますようお願いします。

連 絡 先 担当者 電 話

茨城県農林水産部畜産課 生産振興Ｇ ０２９－３０１－３９９３

茨城県県央農林事務所 農業振興課 ０２９－２２１－３０３４

関東農政局生産経営流通部畜産課

農産課

三ッ木､入江
田久保､國安

０４８－７４０－００２７
０４８－７４０－０４０４

農林水産省生産局
畜産振興課草地整備推進室

生産流通振興課

相田、早坂

内田、宮本

０３－３５０２－８１１１（内４９２５）
０３－６７４４－２３９９ （夜間）
０３－３５０２－８１１１（内４８４６）
０３－３５０２－５９６５ （夜間）

○上記のような稲わら・麦わらを、既に畜産農家やわら収集業
者に販売・無償譲渡した場合は、県の畜産担当部局に連絡
してください。


